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イントロダクション･･･国民対象の弊社調査結果より

Ｑ２．人口減少社会における

労働力不足について、

どのように感じていますか？

Ｑ１．日本の総人口のうち、

日本で暮らす外国人の割合は

どの程度だと思いますか？

国民の回答（2017年10月）

（資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2018）「外国人とともにある地域づくり
に関する調査」（今後公表予定） ※日本国籍を有する1,800名を対象とした調査

（n=1,800）

国民の回答（2017年10月）
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（n=1,800）
８割以上が不正解
（実態よりも多く認識）

７割が労働力不足に
危機感を覚えている
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Ⅰ. 在留外国人の全体像
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1. 在留外国人及び外国人労働者の推移・・・いずれも過去最高を記録
Ⅰ．在留外国人の全体像

n国内における在留外国人は増加傾向、2016年末現在、約238万人（総人口に占める割合：1.9%）で、過去最高を記録

n日本国内で雇用されて働く外国人労働者は、2017年10月末時点で、約128万人で、過去最高を記録

在留外国人数・総人口に占める割合推移 外国人労働者数・外国人を雇用する事業所数 推移

19万4,595事業所
（過去最高）

127万8,670人
（過去最高）

238万2,822人
（過去最高）

約1.9％
（過去最高）

（資料）厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」 各年10月末時点の統計
なお、当該届出は、2008年に届出が義務化されて以降、徐々に捕捉率が高まっている側面がある点、また自
営業者および特別永住者が含まれていない点に留意が必要。

（資料）法務省入国管理局「在留外国人統計（旧登録外国人統計）」 各年12月末時点の統計
※１：1985年までは、外国人登録者数、1990年末から2011年末までは、外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格を

もって在留する者及び特別永住者の数。2012年末以降は、中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数
※２： 「日本の総人口に占める割合」は、総務省統計局「国勢調査」及び「人口推計」による、各年10月1日現在の人口を基に算出

【諸外国の外国人割合（2015年）】
フランス：6.0%、ドイツ：11.2%

イギリス：8.6%、韓国：2.2%

アメリカ ：7.0%、シンガポール：29.5%

※アメリカのみ2014年データ

（人）

（人）



5 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

◆活動に基づく在留資格
◇各在留資格に定められた範囲で就労可能

①入管法別表第１の１ 1 外交 （外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族）

（上陸審査基準の適用を 2 公用 （外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族）

受けない） 3 教授 （大学教授等）

4 芸術 （作曲家、画家、著述家等）

5 宗教 （外国の宗教団体から派遣される宣教師）

6 報道 （外国の報道関係の記者、カメラマン等）

②入管法別表第１の２ 7 高度専門職 （高度人材ポイント制で一定ポイントを獲得し、優遇措置を受ける経営者・研究者等）

（上陸審査基準の適用を 8 経営・管理 （日系及び外資系企業等の経営者・管理者）

受ける） 9 法律・会計業務 （弁護士、公認会計士等）

10 医療 （医師、歯科医師等）

11 研究 （政府関係機関や私企業等の研究者）

12 教育 （高等学校・中学校等の語学教師等）

13 技術・人文知識・国際業務 （機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業における語学教師、マーケティング業務従事者等）

14 企業内転勤 （外国の事業所からの転勤者で、技術・人文知識・国際業務に掲げる活動を行う者）

15 興行 （俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等）

16 技能 （外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等）

◇原則就労不可

③入管法別表第１の３ 17 文化活動 （日本文化の研究者等）

（上陸審査基準の適用を 18 短期滞在 （観光客、会議参加者等）

受けない）

④入管法別表第１の４ 19 留学 （大学、短期大学、専修学校、高等学校、中学校及び小学校の学生、日本語学校の学生）

（上陸審査基準の適用を 20 研修 （研修生）

受ける） 21 技能実習 （技能実習生）

22 家族滞在 （上記教授から文化活動まで、及び留学の在留資格を有する外国人が扶養する配偶者・実子・特別養子）

◇法務大臣が個々の外国人に与える許可により就労可能

　 ⑤入管法別表第１の５ 23 特定活動 （外交官との家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップ、アマスポーツ選手、EPAに基づく看護師・介護福祉士等）

（上陸審査基準の適用を

受けない）

◆身分又は地位に基づく在留資格
◇活動制限なし

⑥入管法別表第２ 24 永住者 （法務大臣から永住許可を受けた者）

（上陸審査基準の適用を 25 日本人の配偶者等 （日本人の配偶者・実子・特別養子）

受けない） 26 永住者の配偶者等 （永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子）

27 定住者 （日系三世、第三国定住難民、中国残留邦人等）

２. 在留資格一覧
Ⅰ．在留外国人の全体像

（資料）『別冊環⑳ なぜ今、移民問題か』2014、藤原書店、p.362（巻末資料：鈴木江理子作成）をもとに、発表者作成
在留資格は、法務省入国管理局「在留資格一覧表」を参照

狭義の
高度外国人材

広義の
高度外国人材

n日本国内に外国人が在留するためでは、出入国管理及び難民認定法に基づき在留資格が付与され、在留期間が定
められる。在留資格は、大きく「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」に分類される

n昨年9月に、「介護」が新設された

「特定活動（高度人材）」の在留資格もある

2017年9月1日から
新たに「介護」が

追加

「留学生」にも
幅がある
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３. 日本人と外国人の増減率・・・日本人の減少傾向・外国人の増加傾向
Ⅰ．在留外国人の全体像

n住民基本台帳に基づく日本人と外国人の人口（ここではそれぞれ、日本国籍者数と外国籍者数を指す）の過去５年間
での増減率を都道府県別に集計すると、日本人の減少傾向と外国人の増加傾向がくっきりと表れる

n外国人増減率では、すべての地域で増加傾向が認められる

日本人 増減率（2013年を１とした場合の2017年） 外国人増減率（2013年を１とした場合の2017年）

（資料）総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（年次）
（2013年1月1日現在と2017年1月1日現在を比較）

（濃いほど減少）オレンジ ＜ １.００ ＜ 青（濃いほど増加）

（同一時点・同一尺度で比較）
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４. 外国人依存度・・・業種別：宿泊業、飲食サービス業では30人に1人
Ⅰ．在留外国人の全体像

n 2016年時点では、59人に1人が外国人労働者で、2009年（112人に1人）と比較すると約1.9倍の増加
n産業別に2009年と2016年を比較すると、建設業の約3.8倍を筆頭に、農業・林業：約3.1倍、医療・福祉：約2.7倍、卸
売業・小売業：約2.5倍となっている

全就業者に占める、産業別「外国人依存度」試算

2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
「外国人依存度」の変化
2009年→16年比較

農業・林業 1/266人 1/196人 1/136人 1/130人 1/119人 1/105人 1/85人
約3.1倍

（1/266人→1/85人）

建設業 1/449人 1/369人 1/384人 1/319人 1/246人 1/171人 1/120人
約3.8倍

（1/449人→1/120人）

製造業 1/49人 1/40人 1/40人 1/40人 1/38人 1/35人 1/31人
約1.6倍

（1/49人→1/31人）

情報通信業 1/87人 1/80人 1/71人 1/68人 1/64人 1/57人 1/47人
約1.8倍

（1/87人→1/47人）

卸売業、小売業 1/192人 1/168人 1/145人 1/133人 1/116人 1/93人 1/76人
約2.5倍

（1/192人→1/76人）

宿泊業、飲食サービス業 1/60人 1/54人 1/50人 1/47人 1/42人 1/36人 1/30人
約2.0倍

（1/60人→1/30人）

教育・学習支援業 1/68人 1/65人 1/61人 1/60人 1/57人 1/54人 1/51人
約1.3倍

（1/68人→1/51人）

医療・福祉 1/1,265人 1/962人 1/798人 1/720人 1/634人 1/570人 1/463人
約2.7倍

（1/1,265人→1/463人）

合計 1/112人 1/96人 1/92人 1/88人 1/81人 1/70人 1/59人
約1.9倍

（1/112人→1/59人）

（資料）加藤真（2017）「日本における外国人に関する実態と将来像-『これまで』と『これから』の整理」SYNODOS．
※総務省「労働力調査」および厚生労働省「 『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく、※「依存度」としているが、「貢献度」とも考えられる
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専門的・技術

的分野の

在留資格, 
238,412, 

18.6%
特定活動, 26,270, 

2.1%

技能実習, 
257,788, 

20.2%

資格外活動-
①留学, 
259,604, 

20.3%

資格外活動-②
その他, 37,408, 

2.9%

身分又は

地位に基づく

在留資格

（日系人や、

日本人の配

偶者等）, 
459,132, 

35.9%

不明, 56, 0.0%

５.外国人労働者の在留資格別割合・・・就労目的の在留資格者は２割弱
Ⅰ．在留外国人の全体像

n就労を目的として在留資格を付与され働いているのは外国人労働者全体の18.6%にとどまる。本来は就労を目的とせ
ず入国・滞在を認めている外国人が大きな割合を占めている・・・在留資格制度と実態の歪み

n在留資格別の割合は、近年「留学」の割合が増加傾向

外国人労働者の在留資格別割合（2017年10月末時点）

全体の18.6%にとどまる

就労を目的とした在留資格

技能実習生、留学生、
日系人などが大半を占める

就労を目的としていない

在留資格

外国人労働者の在留資格別割合推移

（資料）厚生労働省「 『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（各年）をもとに発表者作成

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

「留学」が
増加傾向

※凡例は、左図を参照
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６.「これから」どうなるのか・・・外国由来の人口は増え続けていく
Ⅰ．在留外国人の全体像

n今後、外国に由来する人口（注参照）は、約25年後の2040年には総人口の6.5%に相当する約726万人、約50年後の
2065年には総人口の12.0%（現在の欧米諸国の水準に匹敵）に相当する約1,075万人に達する見込み
n今後50年間で1年間あたり15万人弱が増加

日本における外国に由来する人口の推定および将来人口推計比較

①外国籍人口 ②帰化人口 ③国際児人口 総人口将来推計
外国に

由来する人口

2015年 332万5,405人 201万5,495人 46万2,737人 84万7,173人 2.6% - -

（約25年後）2040年 726万732人 422万8,975人 100万265人 203万1,492人 6.5% 1,617万人減 393万人増

（約50年後）2065年 1,075万6,724人 562万3,167人 164万8,095人 348万5,462人 12.0% 3,901万人減 743万人増

2015年時点との比較

年
外国に

由来する人口
総人口比

人口を置換するほどには
達しないが増加が続く

見込み

この50年間で、１年あたり、

平均15万人弱が増える

見込み

（資料）是川夕（2017） 「日本における国際移動転換とその中長期的展望――日本特殊論を超えて」移民政策学会シンポジウム（2017年度年次大会）「日本における移
民政策のグランドデザイン構築に向けて～入国管理体制の再検討」発表資料、国立社会保障・人口問題研究所（2017）「日本の将来人口推計（平成29年推計）」
（出生中位推計）をもとに、発表者作成。

（注） 外国に由来する人口として、①外国籍人口（日本国籍を持たない人）、②帰化人口（元外国籍で、現在は日本国籍を取得した人）、③①または②のいずれかに
由来する人（ダブル（ハーフ）の子ども、国際結婚カップルの子ども等）と整理
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Ⅱ. 留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

※ ここでの「留学生」は、「日本の大学・大学院に在籍する留学生」を想定

※ また、「高度外国人材」は、専門的・技術的分野の在留資格（p.5の「広義の在留資格」）保持者を想定
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１. 外国人留学生数①・・・専修学校・日本語学校所属の留学生が急増
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 2017年5月1日時点での、外国人留学生数は約26.7万人、高等教育機関在籍者は約18.8万人

n近年は、大学学部・大学院が微増・横ばい傾向、専修学校・日本語学校が急激に増加

留学生10万人計画達成
（2003年）

学部等・大学院は

横ばい～微増

専修学校・日本語学校

が急激に増加

2017年5月時点で
約26.7万人

（資料）日本学生支援機構「平成29年度外国人留学生在籍状況調査」に発表者が追記

高等教育全体では
約18.8万人



12 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

86,173

79,502

75,000

80,000

85,000

90,000
(人)

１. 外国人留学生数②・・・ベトナムからの留学生が急増
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n留学生の出身国・地域別としては、ベトナムが急増、中国は減少していたが近年は増加傾向

n日本語学校においては、中国とベトナムが同数程度となっている

（資料）日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」各年5月1日現在

高等教育機関の出身国・地域別の留学生数推移 日本語学校の出身国・地域別の留学生数推移
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アメリカ
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２. 留学生⇒日本企業等への移行①・・・2016年は約２万人
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 2016年は、過去最高の19,435人が、在留資格「留学」から就労可能な在留資格へ変更。2010年以降は、東日本大震
災の年（2011年）を含めて、継続して増加

n 近年は、ベトナム、ネパールからの留学生が急増

在留資格「留学」から就労可能な在留資格への変更許可数 推移

（人）

（資料）法務省入国管理局「留学生の日本企業への就職状況について」、増加率は発表者が試算

アジア地域
出身で
全体の
95.5%
（2016年）

5,878

8,272

10,262
11,040

8,586

9,584

7,831

10,969
11,647

15,657

19,435

12,959

中国 2.26倍

韓国 1.18倍

ベトナム 8.92倍

台湾 4.13倍

ネパール 8.28倍

マレーシア 2.32倍

アメリカ 1.54倍

その他 2.59倍

合計 2.48倍

2010年→2016年　増加率
（国籍別　資格変更数）

ベトナム、ネパールの増加

アジア中心は変わらないが
国籍が多様化
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２. 留学生⇒日本企業等への移行②・・・移行者の人物像
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 在留資格「留学」から、就労可能な専門的・技術的分野の在留資格への変更者の人物像を整理

n （下段：左図） 就職先規模は、７割が中小企業・小規模事業者

n （下段：中央図） 就職先地域は、都市部に集中（７割強）.

変更後の在留資格日本での最終学歴 職務内容

大学学部, 
8,944, 46.0%

修士, 4,418, 
22.7%

博士, 874, 4.5%

短期大学, 666, 
3.4%

専修学校, 3,617, 
18.6%

その他, 916, 4.7%

技術・人文

知識・国際

業務, 
17,353, 
89.3%

経営・管理, 
916, 4.7%

教授, 598, 
3.1%

医療, 257, 
1.3%

その他, 311, 
1.6%

翻訳・通訳, 
7,515, 24.0%

販売・営業, 
4,759, 15.2%

海外業務, 
3,103, 9.9%

技術開発（情報処

理分野）, 1,990, 
6.4%

貿易業務, 
1,689, 5.4%

技術開発（情報処

理分野以外）, 
1,352, 4.3%

設計, 1,167, 3.7%

広報・宣伝, 951, 
3.0%

経営・管理業務, 
916, 2.9%

会計業務, 860, 
2.8%

教育, 516, 1.7%

調査研究, 490, 
1.6%

医療, 257, 0.8%

国際金融, 
128, 0.4%

その他, 5,572, 
17.8%

就職先地域就職先規模 月額報酬

1～49人, 
7,844, 
40.4%

50～99人, 
1,788, 9.2%

100～299人, 
2,732, 14.1%

300～999人, 
2,611, 13.4%

1,000人～
1,999人, 
994, 5.1%

2,000人以上, 
2,758, 14.2%

その他・不詳, 
708, 3.6%

東京都, 
9,265, 
47.7%

大阪府, 
1,989, 
10.2%神奈川県, 

1,088, 5.6%

愛知県, 949, 
4.9%

埼玉県, 742, 
3.8%

その他, 5,402, 
27.8% 20万円未満, 

6,501, 33.4%

20万円以上
25万円未満, 
9,555, 49.2%

25万円以上30万
円未満, 2,140, 

11.0%

30万円以上, 
1,093, 5.6%

不明, 146, 0.8%

（資料）法務省入国管理局（2017）「平成28年における留学生の日本企業への就職状況について」

７割が中小企業 ８割が25万円未満都市部が7割強

9割が「技・人・国」学部～博士で7.5割 職務は多様
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【希望】
日本において就職を希望

【現実】
卒業後、日本において就職

【希望】－【現実】
（不本意帰国等）

平成17（2005）年度 56.3% 26.5% 29.8%

平成19（2007）年度 61.3% 30.6% 30.7%

平成21（2009）年度 56.9% 17.8% 39.1%

平成23（2011）年度 52.2% 22.2% 30.0%

平成25（2013）年度 65.0% 24.7% 40.3%

平成27（2015）年度 63.6% 30.1% 33.5%

２. 留学生⇒日本企業等への移行③・・・進路希望と現実のギャップが存在
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 留学生の約６割が日本で就職を希望。だが、実際に卒業後、就職しているのは２～３割にとどまる（大きなトレンドは
10年間変わっていない）

n 大学学部生の約７割が日本での就職を希望する一方、実際の就職率は４割にとどまる

（資料）【希望】日本学生支援機構「私費外国人留学生生活実態調査」（2年おきに調査）
※私費外国人留学生は外国人留学生全体の93.9%を占める（2015年）
【現実】日本学生支援機構「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査」（各年）

留学生（全体）の進路希望と卒業後の現実 うち大学・大学院生の希望と現実（2015年度）

69.9% 67.7%

51.6%

39.7% 33.9%
19.8%

大学（学部） 修士課程 博士課程

【希望】日本において就職を希望 【現実】実際の就職率
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２. 留学生⇒日本企業等への移行④・・・都道府県別留学生数に対する就職者の比率
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 大学・大学院に所属する就職対象留学生数※に対する各都道府県企業への就職者の比率を、都道府県別に試算

n 静岡県が約55%でトップ、下位２県（流出率が高い県）は、秋田県（国際教養大学が立地）、大分県（立命館アジア太
平洋大学が立地）と続いている

（資料）日本学生支援機構（2017）「高等教育機関における留学生受け入れ状況」、
法務省（2017）「平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について」をもとに、発表者が試算・作成
※就職対象者留学生数（在籍留学生数×３／９）として仮定値を算出した上での数値

24 長野県 20.1%

25 香川県 19.7%

26 熊本県 18.9%

27 鳥取県 18.8%

28 奈良県 18.1%

29 福岡県 18.0%

30 宮城県 17.7%

31 和歌山県 17.6%

32 岡山県 16.3%

33 京都府 16.1%

34 鹿児島県 15.2%

35 青森県 12.5%

36 高知県 12.1%

37 茨城県 11.7%

38 石川県 10.8%

39 徳島県 9.1%

40 新潟県 9.0%

41 長崎県 8.2%

42 島根県 6.2%

43 山口県 5.7%

44 岩手県 5.7%

45 宮崎県 4.7%

46 大分県 4.4%

47 秋田県 2.6%

（つづき）

都道府県別 就職対象留学生数※に対する就職者の比率（2016年） 順位 都道府県
就職対象留学生数に
対する就職者の比率

1 静岡県 54.9%

2 東京都 50.1%

3 神奈川県 48.7%

4 大阪府 44.6%

5 愛知県 42.3%

6 滋賀県 37.9%

7 沖縄県 36.4%

8 群馬県 35.4%

9 山形県 34.5%

10 山梨県 34.4%

11 埼玉県 34.4%

全国 34.0%

12 富山県 31.0%

13 三重県 28.1%

14 栃木県 27.7%

15 北海道 27.0%

16 福島県 26.6%

17 千葉県 26.0%

18 佐賀県 25.7%

19 兵庫県 22.8%

20 福井県 21.9%

21 岐阜県 21.5%

22 愛媛県 20.9%

23 広島県 20.4%
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２. 留学生⇒日本企業等への移行⑤・・・希望する職種と実際のギャップ
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 留学生が希望する職種と実際に採用した留学生の職種をみると、理系においてはギャップが少ないが、文系におい
てはギャップが発生している

留学生が希望する職種（専攻分野別） 採用した外国人留学生の主な職種

（資料）経済産業省（2015）「外国人留学生の就職及び定着に関する調査」

左：調査対象：2016 年3月までに卒業・修了予定（学部3年生～4年生および
修士1年生～2年生が対象））

調査方法：アンケート調査（インターネット）
調査時期：2014年2月16日～27日
回答者数：1,104名

右：調査対象：5,000社（全上場企業約3,600 社のうち従業員数上位2,500 社及び
非上場企業（約1,700 社）のうち従業員数上位500 社）

調査方法：アンケート調査（郵送）
調査時期：2014年2月16日～27日
回答社数535社
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２. 留学生⇒日本企業等への移行⑥・・・文系留学生の就職環境の厳しさ
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 学部別での就職環境については、文系（学部文系、修士文系）において、２割の大学担当者が日本人と比べ「非常に
厳しい」と回答。「非常に厳しい」「厳しい」を合わせると８割弱となる。理系（学部理系、修士理系）は６割弱

日本人と比べた外国人留学生の就職環境

21.1

7.8

15.9

19.9

6.5

10.8

57.2

50.0

58.3

56.0

51.6

61.3

19.8

38.6

25.0

23.1

38.6

27.0

1.9

3.6

0.8

0.9

3.3

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学部文系

学部理系

学部文理融合

修士文系

修士理系

修士文理融合

非常に厳しい 厳しい 普通 良い

n=313

n=166

n=132

n=216

n=153

n=111

（資料）厚生労働省（2014）「大学における留学生の就職支援の取り組みに関する調査」

実施期間 平成26年2月4日（火）～3月14日（金）
調査方法 大学の留学生担当課・就職担当課を通じた手渡し配布・回収、またはウェブアンケート
配布数 約20,000通（在籍する留学生数に応じて大学ごとに回収目標数を設定して配布）
回収数 5,443件（紙：4,122件 ウェブ：1,321件）
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２. 留学生⇒日本企業等への移行⑦・・・日本特有の就職活動に対する苦戦
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n 留学生が就職活動中に困ったことは、「外国人留学生向けの求人が少ない」「日本の就職活動の仕組みが分からな
い」「日本語による適性試験や能力試験が難しい」

就職活動中に困ったこと

（資料）経済産業省（2015）「外国人留学生の就職及び定着に関する調査」

調査対象：2016 年3月までに卒業・修了予定（学部3年生～4年生および修士1年生～2年生が対象））
調査方法：アンケート調査（インターネット）
調査時期：2014年2月16日～27日

u 独特の新卒一括採用方式を知らない

u 英語のみで卒業できるコース（入口）と
就職活動・就職後（出口）の矛盾
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３. 受け入れ企業の実態①・・・全国の企業の採用状況
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n株式会社ディスコが毎年実施している調査によると2017年度の全国主要企業の外国人留学生の採用実績は35.4％

n採用する目的は「優秀な人材を確保するため」「外国人としての感性・強みの発揮」「海外の取引先に関する業務を行
うため」「語学力を必要とする業務を行うため」「社内活性」

外国人留学生の2017年度の採用実績 採用する目的

（資料）株式会社ディスコ キャリタスリサーチ（2017）
「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する企業調査」

採用した

（予定を含む）
35.4%

採用していない

（予定もない）
64.6%

71.0

39.6

39.1

38.5

37.9

29.0

27.2

22.5

8.9

79.7

30.4

36.1

31.6

31.6

31

24.1

21.5

14.6

0 20 40 60 80

優秀な人材を確保するため

外国人としての感性・国際感覚等の強み

を発揮してもらうため

海外の取引先に関する業務を行うため

語学力が必要な業務を行うため

日本人社員への影響も含めた社内活性化

のため

自社（またはグループ）の海外法人に関

する業務を行うため

ダイバーシティ強化のため

日本国内の新卒採用だけでは充足できな

い数的補完のため

日本では確保できない専門分野の人材を

補うため

(%)

文系

理系
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３. 受け入れ企業の実態①・・・全国の企業の採用意向
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n全国主要企業の外国人留学生の2018年度の採用見込みは57.8％と2017年度実績に比べ増加

n外国人材に求める資質は「コミュニケーション能力」「日本語能力」「協調性」「専門知識」「基礎学力」

外国人留学生の2018年度の採用見込み 留学生に求める資質

（資料）株式会社ディスコ キャリタスリサーチ（2017）
「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する企業調査」
※調査概要はp20参照

採用する

（予定を含む）
57.8%

採用しない

（予定もない）
42.2%

62.9

51.2

27.6

17.6

15.9

14.7

14.1

11.8

11.8

10.0

9.4

8.2

6.5

5.9

4.7

50.3

48.5

23.9

14.1

22.1

11

12.9

13.5

6.7

7.4

8.6

6.1

6.1

35.6

6.7

0 20 40 60 80

コミュニケーション能力

日本語力

協調性

異文化対応力

基礎学力

一般常識

バイタリティ

熱意

社交性

明るさ

英語力

日本語、英語以外の語学力

リーダーシップ

信頼性

専門知識

発送の豊かさ

(%)

文系

理系
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３. 受け入れ企業の実態②・・・首都圏外（中部地域）、中小企業の採用状況
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n中部地域のものづくり中小企業において「高度外国人材」を採用したことがある企業は15.5%

n理由としては「優秀な人材を確保するため」「日本人で充足できない人材を確保するため」「海外との取引、通訳等の国
際業務のため」

中部地域のものづくり中小企業 「高度外国人材」採用経験の有無 採用理由

（資料）経済産業省 中部経済産業局 主催（2017）
「ものづくり中小企業における留学生採用・活躍シンポジウム」
Ⅰ．留学生の就職状況について 資料
東海北陸5県の現状（中部経済産業局「高度外国人材（元留学生等）」の採用・活用
に関するアンケート結果 速報版）

採用したこと

がある
15.5%

採用したこと

がない
84.1%

無回答
0.4% (n=776)

50.8

40.8

6.7

25.8

4.2

40.0

18.3

15.0

18.3

0.8

0.8

0 20 40 60

優秀な人材を確保するため

日本人で充足できない

人材を確保するため

社内活性化のため

技能実習生等の

外国人労働者の管理のため

その他

海外との取引、通訳等の

国際業務のため

海外現地法人、

海外取引先の指導のため

海外展開の足掛かりとして

企業の国際化、

多様性の強化のため

その他

無回答

(%)
国
籍
を
問
わ
な
い
人
材
の
確
保

海
外
戦
略
強
化
の
た
め
の
人
材
確
保

調査対象 富山県・石川県・岐阜県・三重県内企業各500社、愛知県内企業1,000社の合計3,000社を、以下の条件でランダム抽出
業種：製造業
規模：従業員300人以下もしくは資本金3億円以下 かつ従業員21名以上

調査方法 アンケート調査票を郵送し，企業が郵送回答
調査期間 2017年9月19日～10月12日
回収状況 776件
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３. 受け入れ企業の実態②・・・首都圏外（中部地域）、中小企業の採用意向
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n今後の「高度外国人材」採用に前向きな企業(「考えられる」「条件次第で考えられる」)が過半数

n採用時に重視する条件は、「日本語能力」、「勤労意欲（やる気）」、「長期雇用見込み」、「専門性の高さ」

今後の「高度外国人材」の活用について 「高度外国人材」を採用・活用する条件

（資料）経済産業省 中部経済産業局 主催（2017）
「ものづくり中小企業における留学生採用・活躍シンポジウム」
Ⅰ．留学生の就職状況について 資料
東海北陸5県の現状（中部経済産業局「高度外国人材（元留学生等）」の採用・活用
に関するアンケート結果 速報版）
※調査概要はp22参照

考えられる
14.0%

条件次第で

考えられる
42.9%

考えられない
40.9%

無回答
2.1% (n=513)

21.6

64.8

9.7

42.6

57.4

26.1

50.3

10.6

7.1

1.9

0.3

0.0

0 20 40 60 80

求める日本人の採用（応募）

ができなければ

日本語能力が高ければ

英語能力が高ければ

技術や専門性の

レベルが高ければ

勤労意欲が高ければ

（やる気があれば）

人柄が良ければ

長期雇用が見込まれる

のであれば

今後海外展開を

希望する国や地域があえば

採用に関する情報が

得られれば・サポ―トがあれば

その他

特に条件はない

無回答

(%)
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３. 受け入れ企業の実態③・・・海外大学卒の高度人材の採用
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

n海外大学卒の外国人材については、2017年度２割程度の企業で採用。2018年度の採用見込みも増加している

n中部地域のものづくり中小企業においても、出身大学が海外大学が上位となり、海外大学卒の外国人材の採用が伺
える

海外大学卒の外国人材の採用（全国企業） 高度人材の出身大学（中部地域ものづくり中小企業）

大学名 人数（人）

ハノイ工科大学
(Hanoi University of Science and

Technology)

11

金沢大学 7
ホーチミン師範技術大学 7
岐阜経済大学 5
富山大学 5
ハノイ工業大学
（Hanoi University of Industry）

4

愛知大学 3
岐阜大学 3
新潟大学 3
立命館アジア太平洋大学 3

出身大学上位 （３名以上）

（資料）経済産業省 中部経済産業局 主催（2017）
「ものづくり中小企業における留学生採用・活躍シンポジウム」
Ⅰ．留学生の就職状況について 資料
東海北陸5県の現状（中部経済産業局「高度外国人材（元留学生等）」の
採用・活用 に関するアンケート結果 速報版）
※調査概要はp22参照

（資料）株式会社ディスコ キャリタスリサーチ（2017）
「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する企業調査」
※調査概要はp20参照

海外大学卒の2017年度の採用実績 2018年度の採用見込み

採用した

（予定を含む）
21.1%

採用していない

（予定もない）
79.9%

採用する

（予定を含む）
34.7%

採用しない

（予定もない）
65.3%
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（参考）外国から人材を誘致するアプローチ・・・４つの整理（Abella 2006）
Ⅱ．留学生・高度外国人材・受け入れ企業の状況

（資料）Abella, Manolo, “Global Competition for skilled Workers and  Consequences”, Competing for Global Talent, edited by Kuptsch, Chrisiane and 
Eng Fong Pang, International Institute for Labour Studies, ILO, 2006, pp.11-32．
明石純一（2015）「国境を越える人材－その誘致をめぐる葛藤」五十嵐泰正・明石純一編著『「グローバル人材」をめぐる政策と現実』明石書店:92-105．

人的資本
重視型

n 職種や雇用の有無にかかわらず、産業の高度化や企業の競争力向上に資するとみなされる外国
人がターゲット。彼らに対して永住資格や国籍付与を進めるアプローチ

Ø 専門職に従事することを前提に発給されるアメリカの移民ビザ、シンガポールでの高所得者への永
住推進策 など

労働市場
メカニズム呼応型

n 不足している技術、技能を埋めるために、該当する職能・資格を有する人材を外国から調達しようと
するアプローチ

Ø 各国で実施されている「労働市場テスト」や「労働力不足職種リスト」、日本が2000年代に推進したＩＴ
分野における諸外国との資格相互承認 など

ビジネス
インセンティブ優先型

n 投資家、経営者、上級管理職が主たる政策対象。一定額以上の投資を要件として外国人に対して
永住資格を含む安定した滞在条件等を保証するアプローチ

Ø 3年以上滞在し、3億ウォン以上の投資をして、韓国人を2人以上雇用していれば永住要件可とする
韓国の制度、日本の高度人材ポイント制（1億円以上の高額投資家に対するポイント加算措置）など

アカデミックゲート型
n 大学・大学院時に優秀な学生を先んじて確保し、卒業後、当該国で就業してもらうアプローチ。人的
資本重視型と考え方は通底。入口が大学機関という点が異なる

Ø 各国が実施する、留学生を「高度外国人材の卵」とする誘致策 など
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Ⅲ. 日本語教育・支援の必要性

※ 「生活者としての外国人」の視点に立った、さまざまな社会統合施策が求められるが、本発表では、特に重視される

日本語教育・支援に焦点をあてる
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１. 諸外国の教訓・・・出入国管理政策だけでは不十分
Ⅲ. 日本語教育・支援の必要性

n出入国管理面を整えただけでは、希望する優れた人材は集まらない・・・日本語の壁を低くする取組みが必要

n高度外国人材が働く現場において、報告書などの文書を作成できるような高い日本語レベルが要求される

日本の職場の言語使用状況諸外国の事例

「今後も多くの外国人労働者に来てもらうためには、定着への支障となっている

『日本語の壁』を壊す国家的な体制作りが必要」（田尻 2017：.73）
（資料）田尻英三編（2017）『外国人労働者受け入れ施策と日本語教育』ひつじ書房．

（資料）労働政策研究・研修機構（2013）「企業における高度外国
人材の受入れと活用に関する調査」
※高度外国人材本人へのアンケート調査結果

（n=334）

n 2000年にIT技術者の受け入
れ促進ために、独自のグリー
ンカードを発行

n 1年間で2万人の受け入れを
目標

n ドイツ語の壁、労働市場の硬
直性がネックとなり目標未達
で終了

n 2000年代初めから、特定技
術分野で就労する外国人へ
の優遇措置（ゴールドカード
制度）や、外国人研究者へ

の優遇措置（サイエンスカー
ド制度）を導入

n 2010年には、高度人材ポイ
ント制を開始

n 高度外国人材数が伸び悩み

n 非英語圏で韓国語の壁、年功序
列など職場内での人間関係、長
時間労働、などの課題が原因

n 「韓国の外国人専門技術労働者
政策は、有名無実な状態」（薛東
勲2016: 54）との言及も

高度外国人材誘致政策 結果

ド
イ
ツ

韓
国

報告書などの

文書を作成で

きるレベル
60.7%

ビジネス上の

やりとりが

できるレベル
24.3%

簡単な日常会

話ができる

レベル
11.7%

日本語は

ほとんど

必要ない
0.3%

その他

3.0%

高度外国人材が仕事で必要な日本語能力レベル
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２. 日本語を教える側の状況・・・常勤講師は１割にとどまる
Ⅲ. 日本語教育・支援の必要性

常勤講師, 
4,648, 12.2%

非常勤講師, 
11,271, 29.7%

ボランティア, 
22,043, 
58.1%

n外国人に対して、日本語を教える日本語教師数は、2016年時点で、37,962人にのぼり、過去数年は増加傾向
nただし、約6割がボランティア、非常勤講師を併せると、9割程度が不安定な就労形態の人々に依存している

日本語教師数推移と実施形態別割合

4,788 4,851 4,165 3,729 4,460 4,295 3,975 4,093 3,936 4,146 4,648

8,495 8,972 10,729
9,708

10,430 9,196 9,631 9,408 10,114 10,304
11,271

16,096
17,411 16,065

15,753

18,526
17,573

20,786
17,673

18,899
21,718

22,043

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

常勤講師 非常勤講師 ボランティア

（人）

（資料）文化庁「日本語教育実態調査」

29,379
31,234 30,959 31,174

34,392

31,064
33,416

29,190

32,949

36,168
37,962

有志のボランティアや不安定な就労形態
の人々に大きく依存
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ドイツ フランス 韓国 日本

社会統合に関する
根拠法（代表的なもの）

有
（滞在法）

有
（移民及び統合

に関する法律）

有
（在韓外国人処

遇基本法）

無

公用語学習義務の
有無

有
（統合講習）

有
（受入統合契約）

無（任意）
（法律・条例に基

づき機会提供）

無（任意）
（関連省庁、自治

体が個別対応）

制度の財政負担者 国 国 国・市町村 国・市町村

個人負担の有無
有
（一部

個人負担）

無
（修了試験再試

験は自己負担）

個別 個別

運営主体

連邦移民難民庁

から許可を受けた

語学学校、NPO

など

県から認証を

受けた語学研修

機関

多文化家族支援

センター、

各自治体設置の

支援機関など

支援団体、ボラ

ンティアなど

標準的な学習時間 600時間 400時間 個別 個別

言語以外の市民教育 60時間 6時間 個別 個別

３．諸外国との比較･･･公用語学習制度、日本語の難しさ
Ⅲ. 日本語教育・支援の必要性

n ドイツは、今後1年以上の滞在許可を有する外国人、またはすでに18ヵ月以上の滞在許可を有する外国人に対して、ド
イツ語（600時間）とドイツの法律・歴史・文化等（60時間）を学ぶ「統合講習」（計660時間）の受講を法律で定めている
n日本語は学習が難しい言語の１つであり、学習支援の必要性が高い

（資料）自治体国際化協会（2012）「海外における在住外国人の言語学習制度」『自治体国際化
フォーラム』(272): 2-16」などを参考に作成

外国人住民向け 公用語学習制度 （参考）言語習得難易度（英語のネイティブスピーカー）

カテゴリー１
23～24週

（570-600時間の授業）

n フランス語、イタリア語、オランダ語、スペイン語、
ポルトガル語、ポーランド語、ルーマニア語、ノル
ウェー語、スウェーデン語、アフリカーンス語

カテゴリー２
４４週

（1,100時間の授業）

n チェコ語、ロシア語、フィンランド語、ギリシャ語、
ハンガリー語、トルコ語、モンゴル語、ネパール
語、ベトナム語、タイ語 など

カテゴリー３
８８週

（2,200時間の授業）
n アラビア語、広東語、北京語、日本語、韓国語

その他
n ドイツ語（30週、750時間の授業）
n インドネシア語（36週、900時間の授業）
n マレー語（36時間、900時間の授業）など

英語と密接に関連する言語

英語と大きな言語的かつ/または文化的違いを有する言語

英語のネイティブスピーカーにとって極めて難しい言語

（資料）アメリカ国務省外務職員局 ” Language Learning Difficulty for English Speakers”より
（注）日常的・専門的コミュニケーションに不自由しないレベルに達するまでの時間

6人以下の小さな教室で、1週間に25時間、1日3-4時間の学習を想定
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４．公費を負担することへの認識・・・「自助努力に任せない方がよい」と思う割合が高い
Ⅲ. 日本語教育・支援の必要性

n外国人とともに暮らす社会の実現のため、公費を使うことが必要だと考える人の割合は６割を超える

n日本語学習のための費用負担は、公費負担、企業負担、一部の自己負担という形が高い割合となっている

外国人住民と互いに認め合い、ともに暮らす社会のため

公費（税金）を使うことの必要性

外国人住民が日本語学習等を行うための

費用負担の在り方（３つまで回答可）

必要だと

思う
12.5%

ある程度

必要だと

思う
51.1%

あまり必要

ないと思う

18.5%

必要ないと

思う

17.9%

（n=1,800）

（資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2018）「外国人とともにある地域づくり
に関する調査」（今後公表予定） ※日本国籍を有する1,800名を対象とした調査

45.1%

33.3%

30.3%

23.9%

16.4%

8.6%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公費（税金）と、一部外国人自身にも負担してもらうと

よい

公費（税金）と、外国人を受け入れている企業で負担を

分け合うとよい

外国人も納税しているため、すべて公費（税金）で対応

するとよい

外国人本人の収入や社会的状況、日本語能力等に応じて

負担方法を決めるとよい

外国人を受け入れている企業が、すべて負担をするとよ

い

公的には特に何もせず、外国人自身の努力やボランティ

アに任せればよい

その他
(n=1,160)

公費（税金）と、一部外国人自身に
負担してもらうとよい

公費（税金）と、外国人を受け入れている企業で
負担を分け合うとよい

外国人も納税しているため、
すべて公費（税金）で対応するとよい

外国人本人の収入や社会的状況、
日本語能力等に応じて、負担方法を決めるとよい

外国人を受け入れている企業が、
すべて負担するとよい

公的には特に何もせず、外国人自身の努力や
ボランティアに任せればよい

その他

（注）外国人に期待することとして、「日本の法律や生活習慣を覚える」、「日本語を学ぶ」を
選択した回答者への設問の回答結果
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日本 韓国 スウェーデン

全体順位 27 18 1 全

全体（含健康） 44 53 78

労働市場への
アクセス

65 71 98

家族呼び寄せ 61 63 78

教育 21 57 77

政治参加 31 54 71

永住権 59 54 79

国籍取得 37 36 73

反差別 22 52 85

健康 51 36 62

0

20

40

60

80

100
全体（含健康）

労働市場への

アクセス

家族呼び寄せ

教育

政治参加永住権

国籍取得

反差別

健康

日本 韓国 スウェーデン

（参考）「移民統合政策指標（MIPEX）」にみる日本の状況･･･教育と反差別分野が特に課題
Ⅲ. 日本語教育・支援の必要性

n移民（外国人）の社会統合政策を指標化したMIPEX（Migrant Integration Policy Index）もよれば、日本は他の先進諸
国に比べ対応に後れを取っている状況。特に、「教育分野」と「反差別分野」では大きな課題を抱えている状況

移民統合政策指標（2015年） 項目別の得点分布（上）、教育分野の項目・得点（下）

順位 国名 MIPEXスコア 順位 国名 MIPEXスコア

1 スウェーデン 78 20 オーストリア 50

2 ポルトガル 75 21 スイス 49

3 ニュージーランド 70 22 エストニア 46

4 フィンランド 69 23 チェコ 45

4 ノルウェー 69 23 ハンガリー 45

6 カナダ 68 23 アイスランド 45

7 ベルギー 67 23 ルーマニア 45

8 オーストラリア 66 27 ギリシャ 44

9 アメリカ 63 27 日本 44

10 ドイツ 61 27 スロベニア 44

11 オランダ 60 30 クロアチア 43

11 スペイン 60 31 ブルガリア 42

13 デンマーク 59 32 ポーランド 41

13 イタリア 59 33 マルタ 40

15 ルクセンブルグ 57 34 リトアニア 37

15 イギリス 57 34 スロバキア 37

17 フランス 54 36 キプロス 35

18 韓国 53 37 ラトビア 31

19 アイルランド 52 38 トルコ 25

（資料）Migration Policy Group, 2015, MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX 2015．をもとに発表者作成

100-80 ： 望ましい 40-21 ： やや望ましくない
79-60   ： やや望ましい 20-1  ： 望ましくない
59-41 ： 部分的に望ましい 0      ： 非常に望ましくない

凡例

アクセス
n 義務教育へのアクセス、法的権利と
しての義務教育、職業訓練や高等教
育へのアクセス

ニーズ把握
n 教授言語の学習支援、ニーズを反

映できる教員研修等

機会均等
n 母語や母文化の教授支援、保護

者とコミュニティを支援する施策等

異文化間
教育

n 多様性を反省させる学校カリキュ
ラム、情報関連の行政支援等

21

25

40

10

10

57

75

73

40

40

0 20 40 60 80 100

教育全体

アクセス

ニーズ把握

機会均等

異文化間教育

日本 韓国
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Ⅳ. 今後の論点
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出身国・地域の変化への対応、
日本語教育体制の強化

１．各主体別での主な論点（課題まとめ）
Ⅳ．今後の論点

教育・研究機関
（大学・日本語学校）

受け入れ企業 行政（国・自治体）

n 非漢字圏の留学生が急増、英語のみ
コースの増加

n 企業の「日本語」の条件は高く、日本語
教育体制の強化が求められる

n 日本の就職活動プロセスに出遅れる留
学生も多い

n 就職活動学年以前から理解させること
が重要

n 非漢字圏の留学生にとって日本語での
試験のハードルが高く、日本語学校か
ら専門学校への進学者増加

n 日本語能力に依存しない入試方法等の
検討

n 日本企業に関する情報不足、「留学生
可」の本音と建前で苦労

n 採用実績等は留学生の応募に影響す
るため、第1歩（１人目の雇用）のハード
ルを越えることが重要

n 人手不足を背景として、中小企業も含
め留学生採用への関心が高まる

n 初めて雇用する企業への在留資格等に
関する正しい知識、活用後の定着に向
けた取組み等の周知が必要

n 日本企業への親和性の高い人材では
なく専門能力の高い人材採用へ、採用
後の日本語教育への切り替え

n キャリアパスの明示等

n 文系留学生の苦戦

n 総合職／ジェネラリスト的キャリア形成
と在留資格のギャップの解消

n 一定の条件のもと、大学２，３年時のイ
ンターンシップの許可

n 日本語教育について、大学、企業、自
治体での限界があるため、公的な日本
語学習制度の確立・展開（言語政策）

n 生活支援について、これまで外国人住
民があまり多くない自治体も巻き込んだ
地域間連携のサポート

n 首都圏に留学生の就職が集中

n 首都圏以外においては、民間仲介事業
者によるマッチング事業が少ないことか
ら、産官学連携が連携した交流機会の
創出等が求められる

実態に応じた在留管理

国としての社会統合政策の推進

地域における産官学連携の強化

積極採用企業、ロールモデルの
見える化

高度外国人材採用に関する在留
資格等の正しい理解

企業内の本質的なグローバル化

就職支援、早めのキャリア教育
の必要性

日本語学校から大学への進学
促進
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２．留学生の日本での就職におけるステークホルダーと主な論点
Ⅳ．今後の論点

行政
労働

大学

行政
国際・教育

産業界日本語
学校 専門学校

ＮＰＯ等

留学仲介・人材仲介

送り出し国

地域住民

留学生のニーズ(就職)
に沿った環境づくり
（入口から出口までのフォロー）

各ステークホルダーでの
日本語教育

生活者としての支援

ロールモデルの見える化
（留学生の活躍）

１

２

３

４

入国前

生活時

受入時受入時

・送り出し国の経済情勢の変化
や他国との競合激化
・入口（入学時等）における日本語
能力条件の弾力化⇒出口（就職
時等）までの日本語習得
・早めのキャリア教育の実施

・入国前、受入時、生活時で、
誰がどこまで
・日本文化の理解も併せて
・送り出し国変化への対応
（中国→ベトナム→○○）

・留学生向けの日本企業におけ
る活躍モデルの見える化
・留学生の企業選択の足掛かり
（留学生積極活用企業の見分
け）

・国による本格的な社会統合
政策の実施
・生活面での支援の充実、地
域での支援団体等との連携
・配偶者、子弟への支援
・定着に向け、地域との交流・
繋がりを持つ

（資料）発表者作成
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ご清聴ありがとうございました

ご清聴ありがとうございました
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